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平成２０年度 東京都高等学校吹奏楽連盟 登録申請および総会のご案内
および

平成２０年度 東京都高等学校吹奏楽連盟 各行事のご案内
拝啓 陽春の候、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
本連盟主催の昨年度の行事は、皆様方のご協力を賜りまして無事盛会のうちに終了す

ることができましたことをご報告させていただきます。ご協力ご支援まことにありがと
うございました。
さて、高吹連にも各行事の入場券収入などがあることから税務署の指導が入り、一昨

年度から法人税や消費税等を納めることになりました。その影響もあって連盟の財政が
悪化して引当金を取り崩す状況にまでなり、昨年度は経費の節減などの内部努力を重ね
るだけでは財政の健全化は難しいとの判断から、諸行事における参加費や入場券代など
の値上げをさせていただきました。本年度から連盟加盟費を見直すことで連盟の継続的
な運営になんとか見通しを立てられるようになりました。
また、ここ数年の課題でありましたコンクール会場のはなはだしい混雑への対策とい

たしまして、一昨年度からコンクールの日程を増やして一日あたりの出演校を減らし、
昨年度はさらにコンクール入場券の販売枚数を抑制いたしまして入場者の適正化を図
り、会場内の混雑緩和と危険回避にはある程度の改善がみられたと思っております。そ
れにともなう会場費などの支出増や入場者の制限による減収を補うために、コンクール
入場券代などの値上げもさせていただきました。

ひとえに加盟校の皆さまや保護者の方々などのご協力によるものと感謝いたしており
ます。連盟といたしましても、安定した運営とさらなる活性化のために、運営の効率化
に努めて収支の見直しを引き続き行ってまいります。なにとぞ現状をご理解いただきま
すようお願い申しあげます。

平成20年度の「登録申請」および「総会」のご案内と「各行事の要項」を送付させて
いただきます。顧問用と生徒用と二部用意いたしました。（参加申込書等は一部のみ）
顧問の先生と生徒代表が一部ずつお持ちになり、各行事の締め切り日などお間違え無き
ようお願い申しあげます。 敬具
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。＜加盟校への事務連絡＞ 必ずお読みください

１．高吹連主催行事の参加要項等（二枚目より）は、顧問の先生用と生徒（部員）用の二
部同封しております。今年度全ての行事のご案内ですので、くれぐれも大切に保管な
さってください。尚、参加申込書等（別の冊子）は一部しか同封いたしておりません。

２．来る４月１９日の総会は、学校行事等でやむを得ない事情がない限り、顧問の先生と
一緒に必ず出席してください。（次頁１．登録申請についての「注意」参照）

３．各加盟校の学校コード番号に変更はございません。登録申請、各行事へのお申し込み
の際に必要となります。詳しくは、登録申請書の説明をご覧ください。

４．高吹連主催行事への参加は，顧問の先生が引率されることが原則となります。申し込
み書の押印時に顧問の先生とよく相談して行事に参加してください。毎年各行事共、
顧問の先生が知らないうちに申込書が提出されている学校も数校あるようです。その
ようなことがないように早めに準備をして、顧問の先生と(複数の顧問がいる場合はす
べての顧問の先生と)連絡を密にとっておいてください。

５．各加盟校には全日吹連より会報『すいそうがく』が年３回郵送されているはずでござ
いますが、もし届いていなかったり、２部以上届いている学校がございましたら、事
務局（090-1050-5209）までご連絡ください。

６．近年加盟されるにあたっての手続きが滞る学校が増えており、確認作業が煩雑になっ
てきております。登録申請書だけを郵送されて加盟費の払い込みのない学校や、反対
に加盟費の払い込みだけされて登録申請書の提出がない学校もございます。次ページ
の「登録申請について」の通り、総会にご出席いただいて連盟費を払い込むのが原則
でございますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。なお部員の状況などで
今年度の加盟をで保留される場合は、４月１６日までにご連絡いただければ幸いです。

７．東京都高等学校吹奏楽連盟ではホームページの運用を行っております。各行事の参加
要項や登録書などを掲載すると共に、コンクールやアンコン終了後には参加校（チー
ム）毎の合計点数も閲覧できるようにしておりますのでご活用ください。また、ホー
ムページの有効利用についてのご意見もお寄せください。

高吹連ホームページ ＵＲＬ

http://www.kousuiren.com

代表メールアドレス kousuiren@kousuiren.com

８．平成20年度 東京都高等学校吹奏楽連盟 行事予定

総 会：平成20年４月１９日(土)１５時～ 多摩社会教育会館

講習会 ：平成20年６月 １日(日) 日本大学豊山高等学校・顧問指導者講習会

：平成20年６月１５日(日) 府中の森芸術劇場定期演奏会(バンドフェスティバル)

吹奏楽コンクール：平成20年８月８日(金)～１２日(火) 府中の森芸術劇場

：平成21年１月５日(月)～６日(火) 府中の森芸術劇場ア ン サ ン ブ ル コ ン テ ス ト

生徒 講習会：平成21年１月２５日(日) 立教池袋高等学校リ ー ダ ー
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登録申請について１．

別紙「登録申請書」に漏れなく記入・捺印の上、総会の受付で提出してください。

注意：・登録申請書に記入された学校名が、プログラム等に記載する学校名と

なりますので正式名称で記入してください。また、中学生が行事に参

加する場合でも「中学」とは記入しないでください。

・学校行事などで顧問の先生も生徒さんも共に総会に出席できない場合

のみ、欠席理由を添えて１６日までに届くよう登録申請書と委任状を

郵送してください。総会を欠席され１６日までに「登録申請書」が届

かない場合は連盟費を払い込まれていても講習会、定期演奏会などの

参加が出来ない場合がありますので予めご了承ください。

・部員の状況等により加盟を保留される場合は、１６日までにご一報く

ださい。

連盟費納入について２．

昨年１０月にご連絡申しあげたとおり、本年度から連盟費を１００００円といた

しました。納入方法は例年と変わりません。次の何れかの方法でお支払いください。

①４月２１日の総会時での現金による支払い。

②同封の「郵便振替払込用紙」で、５月１５日（木）までに郵便局で払い込み。

＜連盟費の内訳＞

・法人会費（（社）全日本吹奏楽連盟へ納入） １００円

・支部賛助費（東京都吹奏楽連盟へ納入） ２,０００円

・東京都高等学校吹奏楽連盟年間運営費 ７,９００円

合計 １０,０００円

問い合わせ先・郵送先について３．

総会の問い合わせ先…………TEL 090-1050-5209 (高吹連携帯)
または

TEL 03-3918-0511 (十文字高等学校 武田)

総会当日の緊急連絡先………TEL 090-1050-5209 (高吹連携帯)

総会をやむを得ず欠席される際の登録申請書などの郵送先（上記注意を参照）

……〒170-0004 豊島区北大塚１－１０－３３ (TEL03-3918-0511)

十文字高等学校内「東京都高等学校吹奏楽連盟 武田顯彰」宛
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東京都高等学校吹奏楽連盟総会のご案内４．

・日 時 平成２０年４月１９日（土） １４：３０～１５：００ 受 付

１５：００～１７：００ 総 会

・会 場 多摩教育センターホール（ＪＲ立川 ）駅南口徒歩２５分、西国立駅徒歩１５分

※別紙の総会会場のご案内にある案内図を参照してください

総会についての問い合わせは左記問い合わせＴＥＬまでお願いします。

・出席者 顧問の先生および代表生徒。

顧問の先生が欠席される場合(生徒のみが出席する場合)は、同封の

総会会場のご案内にある委任状を必ずご提出ください。

・内 容 平成１９年度決算報告および平成２０年度予算案審議

平成２０年度行事説明

その他

・持ち物 1.登録申請書（公印・顧問印をはじめ記入漏れに注意してください。

また学校名の記載は左記１のようにお願いします）

2.各学校に総会前に郵送された資料（このプリント一式）

3.筆記用具

4.連盟費（同封の郵便振替払込書で５/1５までのお支払いもできます）

※ 郵便振替受領証はお持ちいただく必要はありません。

個人情報の取り扱いについて

登録申請書ならびに参加申込書にご記入いただく個人情報については、連盟で

厳重な管理の上、上部団体（(社)全日本吹奏楽連盟、東京都吹奏楽連盟、等）へ

の情報提供ならびに各行事開催のための業務（実施要項、入場券等の発送、プロ

グラムの制作、朝日新聞社等マスコミへの情報提供、連盟が業務委託している録

音録画・写真業者への情報提供、等）以外の目的には一切使用いたしません。


